
 

 

 

証明書自動交付機による住民票の写し等交付サービスの廃止について 

 

 

平成２９年７月からマイナンバーカードを利用した、住民票の写し、印鑑証明書

及び所得（課税）証明書のコンビニ交付サービスを開始しています。 

また、平成３０年１１月からは戸籍及び戸籍の附票の謄抄本についても、コンビ

ニ交付サービスを開始する準備を進めているところです。 

現在、本庁舎西側入口及び北側ＡＴＭコーナーに設置している証明書自動交付機

は、コンビニ交付サービスへの移行を図るため、平成３０年１２月３０日をもって

撤去することとし、それに伴う所要の条例改正等を行いました。 

 

 

１ 関係条例等 

（廃止条例） ・出雲市個人番号カード利用条例を廃止する条例 

  （附則改正条例） ・出雲市手数料条例の一部改正 

         ・出雲市印鑑条例の一部改正 

  （施行期日） ・平成３０年１２月３１日 

 

２ 市民への周知 

・広報誌、ホームページ、有線等 

・自動交付機の傍らへ撤去のお知らせ看板を設置 

・市民課来庁者へ周知用チラシを配布 

 

３ 交付区分別利用状況（平成３０年５月分） 

 

 

 

 

 

 

※所得（課税）証明書を除く 

 

４ マイナンバーカードの状況 

（１）交付状況（平成３０年５月末現在） 

・交付枚数 １７，０２８枚（交付率 ９.７％） 

（２）普及、啓発への取組 

・各種広報及び看板等の設置 

・各種団体等への出張説明 

区 分 交 付 件 数 利 用 率 

自 動 交 付 機 １，０１６件 １０．４％ 

コンビニ交付 １２７件 １．３％ 

窓 口 ８，６２８件 ８８．３％ 

合 計 ９，７７１件 １００．０％ 

全 員 協 議 会 資 料 

平成３０年（2018）６月２８日 

健 康 福 祉 部 市 民 課 
資料 福２ 


